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Ⅰ．指定の考え方

　　　　　　　　　　

Ⅱ．特定農薬に指定することが妥当と考えられる薬剤等

　今回、特定農薬に指定することが妥当と考えられる薬剤等は以下のとおり。

①重曹（食品であり、炭酸水素ナトリウムを主成分とする薬剤は農薬登録により効果確認済み）

②食酢（食品であり、食酢の活性成分である酢酸は過去に農薬登録により効果確認済み）

③使用される場所の周辺で採取された天敵
　例）ナナホシテントウ（日本在来種の天敵であり、人畜に害を及ぼさない）
　　　寄生バチ類（日本在来種の天敵であり、人畜に害を及ぼさない）

ＮＯ

判定保留

（薬効等の
デ－タ必
要）

◆特定農薬かどうか

登録すべき農薬

以下のものか

・農作物等の病害虫・雑草防除に用い
　られる薬剤
・農作物等の植物成長調整に用いられ
　る薬剤
・農作物等の病害虫防除に利用される
　天敵
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原材料に照らし農作物等、人畜及び水産
動植物に害を及ぼすおそれがないことが
明らかなもの

特定農薬

◆農薬かどうか

ＹＥ

ＹＥＳ

ＮＯ

使用される場所の周辺以外で採取された天敵
（大規模に販売される場合）

（農薬ではないもの）

・薬剤ではないもの(物理的防除)
  熱湯、雑草抑制マルチ、粘着シート、防虫網等

・天敵ではないもの(雑食性)
　アイガモ、アヒル、牛、コイ等

（農薬効果が不明)
　モノによっては安全性の確認が必要

　

　

＜食品関係＞
牛乳、粉ミルク、米ぬか、ビ－ル、コ－ラ、作物
抽出物（ニラ、コーヒー、トウガラシ、ニンニ
ク、ワサビ、パイナップル等）、ナタネ油等

＜植物抽出液関係＞
ビワ葉、インドセンダン、ニッケイ、ユ－カリ、
クララ、ヨモギ、ドクダミ、レモングラス、クマ
ザサ、ステビア、ハッカ、オオバコ、タバコ、ヒ
ノキ、ハーブ（ラベンダー等）、漢方植物等

＜その他＞
中性洗剤、木酢液、食品添加物（コハク酸ナトリ
ウム、
第３リン酸ナトリウム、フマル酸等）、アルカリ
イオン水、



特定農薬制度の今後の運用について

１ 今回、特定農薬の調査によって短期間に得られた情報は、限られたもの

であり、各資材の安全性はもとより、効果についても客観的な情報が不足

している。

２ このため、今回、多くの資材は農薬とすることを保留することとされた

が、今後、効果や安全性について、デ－タ収集等により、順次評価してい

く必要がある。

３ 農業生産に使用されている農薬的資材を調査し、効果と安全性の評価・

確認を行うことにより、食の安全を確保する上で有効な仕組みとする。

４ なお、農薬とすることが保留されたものは、薬効を謳って販売されるも

のは、従来どおり取り締まりの対象とするが、使用者が農薬的に使えると

信じて使う場合はこの限りではない。

５ 特定農薬に指定される可能性がなく、安全上問題が指摘される資材があ

れば、農薬としての使用の実態を踏まえ、使用を取り締まるべきである。


